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今崎事務総長，村田総務局長堀田人事局長，笠井経理局長，門田民事

局長兼行政局長，福家刑事局第一課長，手嶋家庭局長，徳岡秘書課長兼

広報課長，佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官

結果 ◎了承
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I 量冨，所長会I可 6月19日

20日

9 2日 ヨ画の司伝行政上の諸問題 掴】裁炎宮，地裁・家裁所長 総務局 84人

2 長･目~畢祷打合せ 11月21

日 22R

2日 司疹1丁政上の諸問題 尚裁長冨 ． 総務局 8人

3 長官蛎務打合せ 3月12日

(予備日 ： 3
月11日

3R)

， 1

1R 司法V丁収上の諸問題 伺裁灸目一 総務局 8人

4 U勵裁畢揚局長事務打合せ 10月4日

3月5日

(2回）

， 1日 司法1丁政上の諸問題 箇裁畢誘局長 総務局 8人

5 局減溌誘課長等事務打合せ 11月14日 1日 蒋祷畢鋳全般の連絡協議 局誠諾携課長及び文薔企画官 総務局 16人

6 I吾'裁頁嬬蕾記官悪場打合せ 11月7日 1日 蕾記.目畢誘全般の連絡協議 局裁の氏畢首席蕎記官及び刑事首席番記官 総務局 16人

7 人畢闘i示等事務打合せ（濁裁事務局次
長）

5月23日

24R .

， 2日 人争汀奴等畢携全般の連絡協議 高裁型 罪 芳局次長 人事局 8人

8 人争蛎湧孑j台せ（高裁人事課長） 10月9日

10日

2日 人畢7丁政畢誘全般の連絡協躍 働裁人事深長及び'司課企画官又は同課課長補佐
のうちいずれか1人

人事局 16人

9 人畢畢湧打合せ（高裁人事課長） 2月13日
14R

2日 人畢1丁政争務全般の連絡協謡 箇裁人畢課長及び同課企画官又は同諜課長補佐
のうちいずれか1人

人事局 16人

10 柱埋閥1糸等畢袴打合せ（高裁事務局次
長）

9月1 1日

12日

， 2日 注埋Y丁政等事務全般の連絡協議 燭裁畢携同次長 経理局 8人
皿 桂埋閲ｲ糸等事務打合せ（高裁事務局次
長）

1月22日

23R

、 2日 柱埋『丁奴等畢湧全般の連絡協議 燭裁畢誘局次炎 経理局 8人

12 逵埋畢湧打合せ（高裁会計課長） 10月9日

10R

， 2日 柱窪汀収畢揚全般の連絡協鍛 濁裁会計課長及び同課企画官,同課課長補‘
同課専門官のうちいずれか1人

左又は 経理局 16人

13 涯埋畢祷打合せ（蕊裁会計課長） 2月13日

14R

， 2日 柱埋行政畢祷全般の連絡協羅
■
申
■
型
ｑ
・
田
口
一
■
Ｕ

高
同
芸計課長及びI司課企画官,同課腺長補佐又は
専門官のうちいずれか1人

経理局 16人

14 氏争執『丁事件及び倒産事件担当者等事
務打合せ

11月28日 1日 l 氏畢執行事件の連用上考慮すべき事項につ
いて

2 自然人破産事件及び個人再生事件の増加に
備えた手続運営上の工夫並びに倒産事件におけ
る運用改善の取組について

l 皐京，領操， さいたま，千葉，大阪，京
都，神戸，名古屋，広島，福岡，仙台，札幌及
び高松各地裁の執行・倒産担当の裁判官各1人
（執行事件と倒産事件を担当している部が異な
る場合には， 2人とすることもできる。 ）
2 1の各地裁の民事首席書記官又は民事次席
書記官各1人

3 1の各地裁の総括執行官各1人

民率局 約41人

15 鯛1号委頁協議会及び調停委員表彰式 10月･24日 1日 上
ワ
ー

調停制度の在り万に関し考慮すべき事項
最高裁長官表彰

氏畢綱岸委員，家事調停委員 民事局
家庭局

58人



配布資料

2

番
号

16

菰別

百ﾉ吊家庭裁判所調査官事務打合せ

開催時期．

5月17日

会期！

1日

Ｅ
、

0． ：

P ●

瀞卿項ゴー ' :ゞ .: ':．
, q p

q 凸 甘

尚減の"T在地を管轄する家裁の首席家庭裁判所
調査官が行う鯛整事務に関し考慮すべき事項

p
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協議員蝉〆 : : ” ：
●

伺裁の所在地を管轄する家裁の首席家庭裁判所
調査官

所管局課

家庭局

総人員

8人

17 後見閏1糸事件事務打合せ 7月3日 0． 5日 後見閏1糸學件の連用に関する連絡協織 1 高裁の氏事次席書記官1名

2 高裁の総務課長又は総務課課長補佐のいず
れか1名

3 高裁の所在地を管轄する家裁の部総括裁判
官又は上席裁判官のいずれか1名
4高裁の所在地を管轄する家裁の家事の首席
書記官又は家事の次席書記官のいずれか1名
5 高裁の所在地を管轄する家裁の総務課長1
名

家庭局 40人
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1 総務課長等協議会 12月～翌年2月 1日 穂湧争祷全般に関する諸問題 1 高地家裁総務課長

2 高地家裁文番企画宮
務課課長補佐，専門官の
当と認めるもの

，高地家裁総
うち高裁が相

各高裁所在地から開催地

を選定予定（合同開催）
総務局 約118

人

ワ
ー 首席書記官等協議会 1月～2月 1日 沓記.目畢祷について，首席書記官として考

慰すべき事項等
伺地家裁の首席書記官及び地家裁の裁

判官（具体的な対象範囲は未定）
各高裁所在地から開催地

を選定予定（一部合同開
催）

総務局 未定

3 人事関係事務協識会 6月～7月 1日 人争畢携の処理に閲し考慰すべき事項 局裁の事務局次長及び人事課長，地家
裁の事務局長

谷高裁所在地から開催地
を複数選定（合同開催）

人事局 116人

4 人事管理協議会 9月～10月 1日 人畢官製上の諸問題 高裁の事務局次長及び人事課長，地。
家裁の事務局次長

谷高裁所在地から開催地

を複数週定予定（合同開
催）

人事局 約130

人

5 人事担当課長等協議会 10月～12月 1日 人争筆祷全般に関する諸問題 1 谷高等裁判所の人事諜長及び人.事
課課長補佐等

2 各地方裁判所及び各家庭裁判所の
人事担当課長

各高裁所在地から開催地

を選定予定（合同開催）
人事局 116人

6 種理関係事務協議会 6月～7月 0． 5日 柱埋争播の処理に関し考慮すべき事項 筒裁の事務局次長及び会計課長，地家
裁の事務局長

谷高裁所在地から開催地

を複数選定予定（合同開
催）

経理局 110人

7 会計課長協議会 1月～2月 1日 丁興の趣止瓢ｲ丁皮ひ効率的執行に関し，
慮すべき事項

考 濁裁の会計課長及び地家裁の会計課長 各高裁所在地から開催地

を複数選定予定（合同開
催）

経理局 61人

8 簡易裁判所民事実務研
究会

各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1日～

2日
間裁の調停制度及び司法委員制度の運用に
関し実務上考慮すべき事項

顧減の裁判官及び諮記官，民事調停委
員，司法委員

各地裁 民事局 各地裁で
決定

9 新任民事調停委員研修
《
室

各地裁で決定

(原則として4月
～7月）

2日 氏畢調停畢件の処理に必要な基礎的知識の
習得

新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

10 新任民事調停委員ケー
ス研発会

各地裁で決定（6

月～翌年3月）
1日 氏畢調停串1午の処理につき事例研究の方法

による実践的な知鐡及び技術の習得
新任氏事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

ll 民事調停委員研究会 谷地裁で決定

(6月～翌年3
月）

1日～

2日
氏畢調停學1午の処理につき必要な応用的知
識及び技術の習得

2年ないし3年程度の実務経験のある
民事調停委員

谷地裁 民事局 各地裁で

決定

12 民事調停委員ケース研
究会

各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1日～

2日
氏畢銅停畢1午の処理につき事例研究の方法

による実践的な知識及び技術の習得
氏事鯛停委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定
13 鯛停運営協議会及び調

停委員表彰式
谷高裁で決定

(9月～11月）
1日 l 氏學．家事鯛停の運営に関し考慮すべ

き事項

2 高裁長官表彰

谷地裁及び家裁管内の調停協会におい

て指導的地位にある鯛停委員
各高裁 民蕊局

家庭局
各高裁で

決定
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14 罐定委員協議会 開催する地裁で決
定

(6月～12月）

1日 1音地非訟事1午の処理に関し考慮すべき事項 東京及び大I孜各地裁の鑑定委員 開催する地裁で決定 民事局 開催する

地裁で決
定15 新任司法委員研修会 各地裁で決定

(1月～3月）
0. 5日 司法委員としての職拐につき必要な基礎的

知識の習得
勃仕司法委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

16 司法委員研究会 各地裁で決定

(6月～翌年3
月）

1日～

2日
司法委員としての轆務につき必要な実践的
知識及び技能の習得

司伝委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定
17 管財人等協議会 各地裁で決定

(9月～翌年3
月）

1日 倒睦畢件の管財棄務等の処理に関し考慮す
べき事項

販産事1牛の破産管財人，民事再生事件
の監督委員及び個人再生委員，会社更
生事件の管財人等

各地裁 民事局 各地裁で
決定

18 民事事件担当裁判官等
協議会

10月～11月 1日 1 氏畢訴訟手続のIT化を通じ．裁判の

質を向上させるために庁として取り組むべ
き課題

2 争点中心の審理という理念を具体化し
た審理の在り方についての共通認識を確立
させるために庁として取り組むべき課題

1 全地方裁判所の民事事件を担当す

る部総括裁判官1名及び陪席裁判官
(右陪席又は左陪席） （うち1名はP
Tメンバーとする。 ）

2 全地方裁判所の首席書記官又は次
席書記官

3 各ブロックの高等裁判所の裁判官
1名，首席書記官

(合同開催）

東京（東京，仙台）
大阪（大阪，広島）
名古屋（名古屋，札幌）
福岡（福岡，高松）

民事局 166人

19 刑事事件担当裁判官協
議会

1月～2月 1日 1 裁判貢制度の連用に関し考慮すべき事
項

2刑事訴訟法の運用について

高・地裁の裁判官 (合I司開催） 4高裁で開

催（開催地は未定）
刑事局 68人

20 刑事鑑定研究会 各地裁で決定

(6月～翌年3
月）

0． 5日 刑事事1午の鑑定を巡る諸問題 字諏経験者並びに地裁の裁判官及び番
記官 ．

各地裁 刑事局 各地裁で
決定

21 心神喪失者等医療観察
法関係研究協雛会

各地裁で決定

(9月～翌年3
月）

0． 5日 陸療観祭事1牛の処理上問題となる事項及び

実体的な判断の在り方に関して考慮すべき
事項

帝神保健判定医及び精神保健参与員侯

補者並びに地裁の裁判官及び書記官
各地裁 刑事局 各地裁で

決定

22 犯罪被害者等の置かれ

た立場，状況等に関す
る理解を深めるための
研究会

各高裁で決定（6
月～翌年3月）

0． 5日 犯罪破害者等基本法19条の趣旨を踏ま

え，犯罪被害者等の置かれた立場，状況等
に間する理解を深めるための意見交換等

意見交換等のテーマに応じた外部有職

者等並びに高裁，同高裁管内の地裁，
家裁の裁判官及び被害者対応をする可
能性のある職員（高裁管内の各地家裁
から最低限裁判官その他の職員各1人
に参加してもらう予定）

谷高裁 刑事局

家庭局
各高裁で
決定

23 法廷通訳基礎研修 各地裁で決定

(4月～翌年3
月）

1日 法逵迩駅桂駿のない又は少ない初級レベル

の通訳人候補者等を対象とした法廷通訳に
必要な知識・技能の習得

通訳人候補者となることを希望し，か
つ，対象言語の通訳人としての適性を
備えていると認められる者又は通訳人
候補者並びに地裁の裁判官及び書記官

谷地裁 刑事局 各地裁で

決定

24 法廷通訳セミナー 各高裁で決定

(6月～翌年3
月）

2日 干繊レゾ､ミルの油訳人候補者を対象とした法

廷通訳に必要な知識・技能の習得
哩訳人疾禰者並びに高裁及び開催地の

地裁の裁判官及び書記官
各高裁所在地にある地裁
（東京，大阪各高裁にお
いては，それぞれの高裁
が定める管内の地裁）

刑事局 各高裁で

決定
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25 法廷通訳フオローアッ
プセミナー

東京，大阪各高裁
で決定

（6月～翌年3
月）

2日 上級レベルの通訳人候補者を対象とした法

廷通訳に必要な知織・技能の習得
通訳人侯禰者並びに東京，大阪各高裁
及び東京，大阪各地裁の裁判官及び書
記官

東京，大阪各地裁 刑事局 各高裁で
決定

26 保謹観察に関する連絡
協雛会

各地裁で決定（7

月～翌年3月）
0. 5日 1 保護観察の実惰について

2 その他
地裁の裁判官（支部を含む）及び保護
観察所の職員

各地裁 刑事局 各地裁で

決定

27 緬易裁判所刑事事件担
当裁判官協議会

10月～12月 1日 1 刑事事1牛の連用に関し考慮すべき事項
2 その他

刑事事件担当の而易裁判所判事，開催
地所在の地裁判事

(合同開催） 4高裁で開
催（開催地は未定）

刑事局 108人

28 検察審査会事務局長研
究会

6月～10月 0． 5日 碩祭番萱会畢務局事務について必要な知織

の取得及び実務上の諸問題の検討
地裁本庁所在地の検察審査会（複数の
検察審査会が設腫されている場合に
は，第一検察審査会)の事務局長

(－部合同開催）

3～4高裁で開催（開催
地は未定）

刑事局 50人

29 労働審判員研修会 各地裁で決定

(4月～6月）
1日 万1副審判事1午の処理に必要な基礎的知識の

習得
新任労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で

決定

30 労働審判員研究会 各地裁で決定

(原則として9月
～12月）

1日 万緬番判事1午の処理に必要な専門的知識の
習得

労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で
決定

31 知的財産権訴訟研究会 10月～12月 0． 5日 知阿財産寵酢訟について考慮すべき実務上
の諸問題

知財高裁の裁判官並びに大阪高裁，東

件を担当する裁判官
(注）主催は知財高裁 一

東京高裁

(知財高裁）
行政局 22人

32 知的財産権関係事件担

当専門委員実務研究会
10月～12月 0． 5日 知叩財産砿関係事件における専門委員の関

与の在り方
1 知財高裁の裁判官並びに東京及び

大阪各地裁の知的財産権関係事件を担
当する裁判官

2知的財産権関係事件を担当する専
門委員（知的財産権関係事件に関与し
たことがある者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）
(注）主催は知財高裁

東京高裁

(知財高裁）
行政局 知財高裁

で決定

33 新任家事調停委員研修
今
＝

谷家裁で決定（原
則として4月～7
月）

1日～2

日
家畢鯛停畢1午の処理につき必要な基礎知織
の習得

新任家事調停委員又はこれに準ずる家
事調停委員

谷家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

34 家事調停委員研究会． 谷家裁で決定（6

月～翌年3月）
1日～2

日
家畢鯛停事1午の処理につ，き必要な専門的知
識の習得

家事鯛停委員 ． 谷家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

35 家事調停委.負ケース研
究会

各家裁で決定（6

月～翌年3月）
1日～2

日
家畢鯛停畢1午の処理につき事例研究の方法
による必要な知識の習得

家事鯛停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定
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36 家庭裁判所家事実務研
究会

各家裁で決定（6

月～翌年3月）
1日～2

日
家畢畢1午の処理に関し考慮すべき事項 家裁の裁判官及び書記官，家裁調査

官，家事調停委員，参与員
谷家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

37 家事関係磯関との連絡
協議会

各家裁で決定

(4月～翌年3
月）

1日～

2日
家畢事1午の処理に関して連絡鯛整を要する
事項

家裁の裁判官及び書記官，家裁調査

官，福祉関係，医療関係， その他協継
事項に関連する機関・団体の職員の中
から , 各家裁の実情等を考慮して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で

決定

38 少年関係機関との連絡

協議会
各家裁で決定

(4月～翌年3
月）

1日～

2日
少手畢1午の処理に閲して連絡鯛整を要する
事項

家裁の裁判官及び書記官，家裁調査
官
係

９
Ｐ

保護関係，教育関係及び警察関
その他協議事項に関連する磯関。

団体の職員の中から，各家裁の実情等
を考慮して選定

谷家裁で決定 家庭局 各家裁で

決定

39 新任参与員研修会 各家裁で決定（1

月～3月）

1日～2

日
家事審判事件及び人事訴訟事件の処理につ

き必要な基礎的知識の習得
新任参与員又はこれに準ずる参与員 谷家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

40 参与員研究会 各家裁で決定（6

月～翌年3月）
1日～2

日
家畢審判事件及び人事訴訟事件の処理につ

き必要な専門的知織の習得
参与員 谷家裁の本庁又は支部

｡

家庭局 各家裁で
決定

41 首席家庭裁判所調査官
協議会

1月～2月 1日 1 家庭裁判所調査官の謂査事務等に関し
考慰すべき事項

2 首席家庭裁判所調査官の執務に関し考
慮すべき事項

首席家庭裁判所調査官 (合同開催）※予定

東京（東京，仙台）
大阪（大阪，札幌）
名古屋（名古屋，高松）
福岡（福岡、広島）

家庭局 50人

42 家事事件担当裁判官等
協議会

谷高裁で決定

(1月～2月）
1日 家畢畢I午の連用上の諸問題 高裁管内の家裁において家事事件を担

当する裁判官，書記官及び家裁調査官
各高裁

(一部合同開催）
東京

大阪

名古屋

広島（広島，高松）
福岡
仙台 (仙台，札幌）

家庭局 各高裁で

決定
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事務総局会議（第5回）議事録

日時 平成31年2月12日 （火）午後2時00分 ～ 午後2時42分

場所 総局会議室

出席

者

今崎事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，門田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，澤村家庭局第一課長，徳岡秘書課長兼
広報課長，村上情報政策課参事官,石井審議官，長崎審議官，横山総務

局第二課長

議事 1傍受の原記録の取扱いに関する規程の一部を改正する規程について

安東刑事局長説明（資料第1）

2家事事件手続規則の一部を改正する規則について

澤村家庭局第一課長説明（資料第2）

3特別養子制度の見直しに関する要綱案の取りまとめについて

澤村家庭局第一課長説明

4戸籍法の改正に関する要綱案の取りまとめについて

澤村家庭局第一課長説明

5会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱案の取りまとめ
について

門田民事局長説明

6公益信託法の見直しに関する要綱案の取りまとめについて

門田民事局長説明

結果 ◎裁判官会議付議1 》 2 ， 3 ， 4， 5 》 6

秘書課長 徳 岡
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雷蕊毫譜料峯｛

(平成31． 2． 12総刑印）
己

傍受の原記録の取扱いに関する規程の一部を改正する規程について

＜配付資料目録＞

傍受の原記録の取扱いに関する規程の一部を改正する規程案

傍受の原記録の取扱いに関する規程の一部を改正する規程制定理由

１
２
３ 傍受の原記録の取扱いに関する規程の 部を改正する規程新旧対照条文一

、

〆



－

一

(配付資料1）

条
を
第
八
条
と
す
る
。

、
同
条
第
三
項
中
「
傍
受
の
原
記
録
原
簿
」
を
「
傍
受
の
原
記
録
等
原
簿
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

き
な
い
通
信
等
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
対
応
変
換
符
号
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え

い
通
信
等
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
対
応
変
換
符
号
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同

最

第
六
条
第
一
項
中
「
よ
り
傍
受
の
原
記
録
」
の
下
に
「
（
傍
受
の
原
記
録
に
対
応
変
換
符
号
を
用
い
な
け
れ
ば
復
元
で
き
な

第
七
条
第
一
項
中
「
速
や
か
に
傍
受
の
原
記
録
」
の
下
に
「
（
傍
受
の
原
記
録
に
対
応
変
換
符
号
を
用
い
な
け
れ
ば
復
元
で

第
八
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
一
条
中
「
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
対
応
変
換
符
号
の
引
継
ぎ
、
保
管
か
仮
出
し
及
び
廃
棄
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
る
。

題
名
中

傍
受
の
原

-凸
向

裁
判
所
規
程
第

傍
受
の
原

「
傍
受
の
原
記
録
」
を
「
傍
受
の
原
記
録
等
」
に
改
め
る
。

記
録
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

記
録
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

画
言

、

”

（
平
成
三
一
・
二
・
・
一
二
総
刑
印
）

－
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第
六
条
対
応
変
換
符
号
を
作
成
し
た
裁
判
所
書
記
官
そ
の
他
の
裁
判
所
の
職
員
は
、
こ
れ
を
係
書
記
官
に
引
き
継
ぐ
。

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

七
条
と
す
る
。

の
下
に
「
又
は
対
応
変
換
符
号
」
を
加
え
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
を
受
け
た
係
書
記
官
は
、
整
理
票
に
所
要
の
事
項
を
記
載
し
た
上
、
こ
れ
を
対
応
変
換
符
号

２
保
管
物
主
任
官
は
、
係
書
記
官
か
ら
対
応
変
換
符
号
及
び
整
理
票
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
傍
受
の
原
記
録
等
原
簿

の
下
に
「
又
は
対
応
変
換
符
号
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第

第
三
条
中
「
及
び
保
管
物
主
任
官
」
を
「
、
保
管
物
主
任
官
及
び
前
条
の
裁
判
所
の
職
員
」
に
改
め
、
「
傍
受
の
原
記
録
」

と
と
も
に
保
管
物
主
任
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心

第
四
条
第
一
項
中
「
傍
受
の
原
記
録
整
理
票
」
を
「
傍
受
の
原
記
録
等
整
理
票
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の

第
五
条
第
一
項
中
「
傍
受
の
原
記
録
原
簿
」
を
「
傍
受
の
原
記
録
等
原
簿
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
傍
受
の
原
記
録
」

に
所
要
の
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
整
理
票
に
認
印
し
て
、
こ
・
れ
を
係
書
記
官
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
引
継
ぎ
）

、

〆

一
一



(配付資料1）

第
二
条
こ
の
規
程
に
お
い
て
「
対
応
変
換
符
号
」
と
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

る
。

下
に
「
及
び
対
応
変
換
符
号
を
作
成
し
た
裁
判
所
書
記
官
そ
の
他
の
裁
判
所
の
職
員
」
を
加
え
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一

律
第
百
三
十
七
号
）
第
九
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
書
・
記
官
そ
の
他
の
裁
判
所
の
職
員
が
作
成
し
、
保
管
す
る
も

第
二
条
中
「
前
条
」
を
「
第
一
条
」
に
、
「
及
び
保
管
物
主
任
官
」
を
「
、
保
管
物
主
任
官
」
に
改
め
、
「
同
じ
。
）
」
の

附
則

こ
の
規
程
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

の
を
い
う
。

（
定
義
）

、

〆
4

ｰ

少

一
一
一
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受
の
原
記
録

信
傍
受
に

刑
事
訴
訟
法
等
の

関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
対
応
変
換
符
号
の
引
継
ぎ
等
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
傍

理
‐
由

の
受
入
れ
等
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通

、

〆



(配付資料3）

傍
受
の
原
記
録
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
七
号
）

傷
割
創
剴
刷
調
剖
銅
穎
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程

倒
割
利
笥
鋤
飼
鋪
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程

（
趣
旨
）
（
趣
旨
）

第
一
条
傍
受
の
原
記
録
の
受
入
れ
、
保
管
、
仮
出
し
及
び
第
一
条
傍
受
の
原
記
録
の
受
入
れ
、
保
管
、
仮
出
し
及
び

廃
棄
並
び
に
傍
受
の
原
記
録
の
聴
取
及
び
閲
覧
並
び
に
そ
廃
棄
並
び
に
傍
受
の
原
記
録
の
聴
取
及
び
閲
覧
並
び
に
そ

訓
剥
綱
到
引
１
剖
鯛
型
副
１
剖
脚
叫
叫
Ⅱ
引
幽
制
叫
閲
劉
調
剖
Ｈ
醐
罰
利
剣
引
割
剥
凋
の
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

の
複
製
の
作
成
に
関
す
る
事
務
並
び
に
対
応
変
竺

傍
受
の
原
記
録
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

新

､、

渓
符
号
の

の
複
製
の
作
成
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。〆

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

- l-
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Ｉ
’

第
三
条
第
一
条
に
規
定
す
る
事
務
は
、
原
記
録
保
管
裁
判

Ｉ
第
二
条

程
（
昭
和
三
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
第
三
条

官
」
と
い
う
。
）
１
回
削
司
物
判
罰
国
司
（
押
収
物
等
取
扱
規

官
の
下
に
配
置
さ
れ
た
裁
判
所
書
記
官
（
以
下
「
係
書
記

、
保
管
す
る
も
の
を
い
う
。

ｌ

に
規
定
す
る
保
管
物
主
任
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及

（
定
義
）

こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
取
扱
者
）

日
石
）
塾

第
二
画
万
ハ
の
矩

《
換
符
［

／

（
取
扱
者
）

■
●

劉
訓
「
鍋
訓
須
に
規
定
す
る
事
務
は
、
原
記
録
保
管
裁
判
官

（
新
設
）

程
（
昭
和
三
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
第
三
条

」
と
い
う
。
）
測
制
胤
耐
笥
鯏
判
剖
国
司
（
押
収
物
等
取
扱
規

に
規
定
す
る
保
管
物
主
任
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

の
下
に
配
置
さ
れ
た
裁
判
所
書
記
官
（
以
下
「
係
書
記
官

（

－2－



(配付資料3）

’
第
五
条
傍
受
の
原
記
録
の
受
入
れ
を
す
べ
き
場
合
に
は
、

Ｉ
第
四
条

麹
劉
劉
刈
矧
が
亡
失
し
、
損
傷
し
、
又
は
変
質
し
な
い
よ
う

』
所
が
別
に
定
め
る

係
書
記
官
は
、
そ
の
種
類
等
を
確
認
し
た
後
、
最
高
裁
判

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
つ
迅
速
に
す
る
と
と
も
に
、
傍
受
の
原
記
録
刻
州
副
判
凧

ろ
に
よ
り
取
り
扱

（
受
入
れ
）

（
取
扱
上
の
注

係
書
記
官

は
、

第
一
条
に
規
定
す
る
事
務
の
取
扱
い
を
適
正

意
ゞ

が
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ

傍
零
策
し
原
記
録
等
整
理
票

う
も
の
と
す
る
。

イ

（
以
下
「
整

詞
二
コ
鍋
係
書
記
官
測
制
胤
剛
笥
鯏
副
剖
国
司
は
、
第
一
条
に
規

詞
刷
『
鍋
傍
受
の
原
記
録
の
受
入
れ
を
す
べ
き
場
合
に
は
、

、

定
す
る
事
務
の
取
扱
い
を
適
正
か
つ
迅
速
に
す
る
と
と
も

う
も
の
と
す
る
。

に
、
傍
受
の
原
記
録
が
亡
失
し
、
損
傷
し
、
又
は
変
質
し

な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

係
書
記
官
は
、
そ
の
種
類
等
を
確
認
し
た
後
、
最
高
裁
判

所
が
別
に
定
め
る

（
取
扱
上
の
注
意
）

（
受
入
れ
）

そ
れ
ぞ
れ
》
」

（ の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
取
り
扱

陦
受
の
原
ゞ
録
鑿

（
以
下
「
整
理

－3－



(配付資料3）

21

Ｉ
第
六
条

２
（
略
）

｡’ら
な
い
。

示
し
、
整
理
票
に
認
印
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
を
傍
受
の
原
記
録
と
と
も
に
原
記
録
保
管
裁
判
官
に
提

理
票

（
保
管
）

（
引
継
ぎ
）

’
8--

対
斜
凹
劉
掴
溺
倒
矧
割
剥
燗
嗣
川
劉
掴
裁
郷
里
別
書
記
官
そ
の

と

い
う
。
）
に

所
要
の
事
項
を
記
載
し
た
上
、
こ

や

〃
〃
ｊ
８
ｂ

聾

２
（
同
上
）

（
新
設
）

を
傍
受
の
原
記
録
と
と
も
に
原
記
録
保
管
裁
判
官
に
提
示

票
」
と
い
う
。
）
に
所
要
の
事
項
を
記
載
し
た
上
、
こ
れ

し
、
整
理
票
に
認
印
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
管
）

（

－4－



(配付資料 3）

１３
保
管
物
主
任
官
は
、
傍
受
の
原
記
録
列
‐
削
剥
剥
鯏
割
劉
糊

21

Ｉ
第
七
条
保
管
物
主
任
官
は
、
係
書
記
官
か
ら
傍
受
の
原
記

割
を
倉
庫
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
場
所
に
他
の
物
品
等
と
区

ら
な
い
。

等
原
鐙
膠
坦
闘
要
の
童
襄
凰
調
記
裁
享
學
。
と
と
も
に
、
整
理
票

こ
認
印
し
こ
れ
を
係
茎
記
官
に
返
還
よ
け
れ
、

返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
と
も
に
、
整
理
票
に
認
印
し
て
、
こ
れ
を
係
書
記
官
に

び
整
理
勇
訓
の
送
付
劃
蜀
剛
た
場
合
に
は
、
傍
受
の
原
記
録

め
る
椿
勤
剰
の
周
到
訓
矧
削
弓
周
到
潮
に
所
要
の
事
項
を
記
載
す
る

記
録
の
種
類
等
を
確
認
し
た
上
、
最
高
裁
判
所
が
別
に
定

録
及
び
整
理
票
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
傍
受
の
原’『

２
保
管
物
主
任
官
は
、
傍
受
の
原
記
録
を
倉
庫
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
場
所
に
他
の
物
品
等
と
区
分
し
て
施
錠
の
で
き

劉
割
判
銅
保
管
物
主
任
官
は
、
係
書
記
官
か
ら
傍
受
の
原
記

（
新
設
）

還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
も
に
、
整
理
票
に
認
印
し
て
、
こ
れ
を
係
書
記
官
に
返

録
及
び
整
理
票
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
傍
受
の
原

記
録
の
種
類
等
を
確
認
し
た
上
、
最
高
裁
判
所
が
別
に
定

伊め
る
倒
割
利
削
刷
詞
鯏
罰
刷
翻
に
所
要
の
事
項
を
記
載
す
る
と

（

－5－



（配付資料 3）

’
第
八
条
係
書
記
官
は
、
傍
受
の
原
記
録
の
聴
取
若
し
く
は

２
．
３
（
略
）

I
傍
受
の
原
記
録
を
受
領
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
め
る
仮
出
票
を
保
管
物
主
任
官
に
交
付
し
て
引
換
え
に

保
管
裁
判
官
の
承
認
を
受
け
た
上
、
最
高
裁
判
所
が
別
に

閲
覧
又
は
そ
の
複
製
の
作
成
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
傍
受

分
し
て
施
錠
の
で
き
る
保
管
庫
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
容
器

い
て
同
じ
。
）

に
入
れ
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
原
記
録

（
仮
出
し
）

、

の
仮
出
し
を
す
べ
き
場
合
に
は
、
原
記
録

I

イ

劉
刈
珂
鍋
係
書
記
官
は
、
傍
受
の
原
記
録
の
聴
取
若
し
く
は

●
閲
覧
又
は
そ
の
複
製
の
作
成
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
傍
受

２
．
３
（
同
上
）

の
原
記
録
の
仮
出
し
を
す
べ
き
場
合
に
は
、
原
記
録
保
管

裁
判
官
の
承
認
を
受
け
た
上
、
最
高
裁
判
所
が
別
に
定
め

る
仮
出
票
を
保
管
物
主
任
官
に
交
付
し
て
引
換
え
に
傍
受

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
保
管
庫
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
容
器
に
入
れ
て
保
管
し
な

の
原
記
録
を
受
領
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
出
し
）

（

－6－
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(配付資料3）

（
聴
取
及
び
閲
覧
等
）

’
第
十
条
（
略
）
。

（
廃
棄
）

第
九
条
傍
受
の
原
記
録
の
保
管
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に

３
保
管
物
主
任
官
は
、
前
項
の
傍
受
の
原
記
録
を
係
書
記

２
（
略
）

四
倒
糊
割
訓
珂
割
測
到
ｌ
馴
刊
削
引
刎
型
倒
叫
樹
州
到
り
同
洲
判
ｊ
可
を
廃

官
に
交
付
し
た
場
合
に
は
、

Ｉ

棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

原
記
録

は
、
係
書

い
通
信
等
が
記
録
さ
れ
て
い

に
対
応
変
換
符
号
を
用
い
Ｉ
な
け
れ
ば
復
元
で
き
な

記
官
は
、
速
や
か
に
傍
受
の
原
記
録
Ｊ
倒
国
到
馴

傍
受
の
原
記
録
等
原
籍

る
場
合
に
は
、
当
該
対
応
変

『

に

所ぜ

’
第
八
条
（
同
上
）

（
廃
棄
）

調
利
口
鏑
傍
受
の
原
記
録
の
保
管
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に

は
、
係
書
記
官
は
、
速
や
か
に
傍
受
の
原
記
録
を
廃
棄
し

・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
保
管
物
主
任
官
は
、
前
項
の
傍
受
の
原
記
録
を
係
書
記

２
（
同
上
）

官
に
交
付
し
た
場
合
に
は
、
鬮
劉
到
刎
圃
劉
調
鰯
討
刎
翻
に
所
要

の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｃ

（
聴
取
及
び
閲
覧
等
）

（

－7－



事務総局会議資料茅多
（ユ月／込日開催） ．

１
１

(平成31． 2． 12）

配布資料目録

家事事件手続規則の一部を改正する規則案

家事事件手続規則の一部を改正する規則の制定理由について

家事事件手続規則の一部を改正する規則新旧対照条文

１
２
３
４ 家事事件手続規則の 部を改正する規則の制定に関する要綱一

、

〆

0



i

(配布資料2）

、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

の
審
判
の
申
立
書
の
記
載
事
項
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
特
別
の
寄
与
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が

民
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
遺
産
の
分
割

Ｏ
Ｇ理
由

、

〆

ケ



ザ

ー

(配布資料3）

家
事
事
件
手
続
規
則

第
一
編
（
略
）

第
二
編
（
略
）

第
一
章
（
略
）

第
二
章
（
略
）

次

第
十
第
一
節
～
第
十
六
節

家
事
事
件
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

｛
ハ

節
『

の
一

一

（
平
成特

別
の
寄
与
に
関
す
る
審
判
事
件

新
一
一

十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）

へ

略
一

目
次第

一
編
（
同
上
）

第
二
編
（
同
上
）

第
一
章
（
同
上
）

第
二
章
（
同
上
）

第
一
節
～
第
十

へ

新
設
ー

〆

｛
ハ

節 へ

傍
線

旧

（
同
上

の
部
分
は
改
正
部
分
）

ー

0

－1－



第
百
二
条

四’ 三’ 一 げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
遺
産
の
目
録
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

附
則
第
三
編

百
九
十

（
遺
産
の
分
割
の
審
判
の
申
立
書
の
記
載
事
項
等

は
そ
の
内
容

●
一
一

’’
第
十
七
節
～
第

ー

遺
産
の
分
割
の
審
判
の
申
立
書
に
は
、
次
に
掲

条
等
）

第
四
編

（
略
）
い
◎

一
一へ

略
一

十
一
節

（
第
百
十
六
条

へ

略
「 ー

の
ー

ご

●

法
第

第
百げ

る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
遺
産
の
目
録
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
・
二
（
同
上
）

附
則

第
十
七
節
～
第
二
十
一
節

第
三
編
・
第
四
編
（
同
上
）

百
九
十

（
新
設
）

（
遺
産
の
分
割
の
審
判
の
申
立
書
の
記
載
事
項
等

へ

新
設

一
一

条
ー

一

条
等

遺
産
の
分
割
の
審
判
の
申
立
書
に
は
、
次
に
掲

ー

（

へ

同
上
ー

●

法
第

－2－



第
百
四
条
第
八
十
二
条
の
規
定
は
法
第
二
百
条
第
一
項
の

２
（
略
）

規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
財
産
の
管
理
者
及
び
同
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定

法
第
百
二
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
に

三
条
の
規
定
は
法
第
二
百
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

に
よ
り
改
任
さ
れ
た
財
産
の
管
理
者
に
つ
い
て
、
第
八
十

つ
い
て
準
用
す
る
。

．
法
第
二
百
条
）

（
管
理
者
に
よ
る
財
産
の
目
録
の
提
出
等
の
規
定
の
準
用 I

る
と
き
は
そ
の
内
容

第
十
六
節
の
二

特
別
の
寄
与
に
関
す
る
審
判

r
，

1

第
百
四
条
第
八
十
二
条
の
規
定
は
法
第
二
百
条
第
一
項
の

２
（
同
上
）

規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
財
産
の
管
理
者
及
び
司
到
剰
剰
ヨ

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定

法
第
百
二
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
に

三
条
の
規
定
は
法
矧
引
ヨ
剴
劉
創
劃
斗
凋
に
お
い
て
準
用
す
る

に
よ
り
改
任
さ
れ
た
財
産
の
管
理
者
に
つ
い
て
、
第
八
十

つ
い
て
準
用
す
る
。

。
法
第
二
百
条
）

（
管
理
者
に
よ
る
財
産
の
目
録
の
提
出
等
の
規
定
の
準
用

（
新
設
）

（

－3－



第
百
二
十
七
条
家
事
調
停
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
第
三
十

第
百
十
六
条
の
二

二’ 一’

Ｉ
ら
な
い
。

、
遺
産
の
分
割
の
調
停
の
申
立
書
に
つ
い
て
は
第
百
二
条 I
七
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
を

事
項
・
法
第
二
百
十
六
条
の
二
等
）

（
家
事
調
停
の
申
立
て
等
・
法
第
二
百
五
十
五
条
等
）

別
の
寄
与
の
実
情

隔
引
豚
去
副
与
伍
縛
．
駒

件’

陸
及
び
程
度
そ
α
他
α
催

（

第
百
二
十
七
条
家
事
調
停
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
第
三
十

６

七
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
を

（
新
設
）

、
遺
産
の
分
割
の
調
停
の
申
立
書
に
つ
い
て
は
第
百
二
条

（
家
事
調
停
の
申
立
て
等
・
法
第
二
百
五
十
五
条
等
）

●

－4－



0

’
準
用
す
る
。

分
の
調
停
の
申
立
書
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
条
の
規
定
を

条
の
こ
の
規
定
を
、
請
求
す
べ
き
按
分
割
合
に
関
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(配布資料4）

家事事件手続規則の一部を改正する規則の制定に関する要綱

この要綱は，民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第

72号）の施行に伴い，家事事件手続規則の改正力簿えられる事項を整理したもの

である。

この要綱中， 「法』とあるのは，家事事件手続法をいう。

産の分割の審判に関する改正

第102条第1項に次の2号を加えること。

三遺産の一部の分割の有無及びこれがあるときはその内容

四民法第909条の2に規定する遺産の分割前における預貯金債権の行

使の有無及びこれがあるときはその内容

、

特別 に関する処分の画塵 ・鯛停こ関する＄

(1)特別の寄与に関する処分の審判の申立書の記戦事項

第2編第2章第16節の次に次の一節を加えること。

第16節の2特別の寄与に関する審判事件

（特別の寄与に関する処分の審判の申立書の記載事項・法第216条の

2等）

第116条の2特別の寄与に関する処分の審判の申立書には，次に掲

げる事項を記載しなければならない。

一特別の寄与の時期，方法及び程度その他の特別の寄与の実情

二相続の開始及び相続人を知った年月日

②糊ﾘの寄与に関する処分の鯛停の申立書への準用

第127条を次のとおり改めること（下線部が改正部分である｡)。

第127条家事調停の申立てについては第37条から第41条まで及

び第47条の規定を，遺産の分割の調停の申立書については第102

条第1項の規定を，寄与分を定める処分の調停の申立書については同

／

1



●

0

条第2項の規定を，特別の寄与に関する処分の調停の申立書について

は第1 6条の2の規定を，請求すべき按分割合に関する処分の調停．

の申立害については第120条の規定を準用する。

8その他の改正

第104条を次のとおり改めること（下線部が改正部分である｡)。

第104条第82条の規定は法第200条第1項の規定により選任され

た財産の管理者及び同条第4項において準用する法第125条第1項の

規定により改任された財産の管理者について，第83条の規定は法第Z_Q

0条第4項において準用する法第125条第5項の規定による登記の嘱
、1■

託について準用する。

〆

2



、

〆

事務総局会議（第6回）議事録

日時 平成31年2月19日 （火）午前10時00分～午前10時22分

場所 総局会議室

凸

●

、 口

出席

者

今崎事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，門田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，手嶋家庭局長，徳岡秘書課長兼広報課

長，佐伯情報政策課長，石井審議官，長崎審議官，一場経理局総務課長

議事 1平成31年度外国出張計画について

徳岡秘書課長説明（資料第1）

2平成31年度高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長会同
の開催について

村田総務局長説明（資料第2）

3 「最高裁判所事務総局等の組織について」の一部改正について

村田総務局長説明（資料第3）

4民事調停委員，司法委員等に関する研修会・研究会の開催について

門田民事局長説明（資料第4）

5鑑定委員協議会の開催について
門田民事局長説明（資料第5）

6家事調停委員，参与員等に関する研修会・研究会の開催について

手嶋家庭局長説明（資料第6）

0

結果
◎裁判官会議付議2

◎了承 1 , 3， 4， 5 , 6

秘書課長 徳 岡 治●



藩饒竈議料薬’ダ

平成31年度外国出張計画

函
1 国際会議 合計6人

1 国際商標協会(INTA) 2019年次総会（米国，約1週間） 【行政局】

裁判官1人

2 ミュンヘン国際特許法会議2019 （ドイツ，約3日間） 【行政局】

裁判官1人

3 ワシントン大学CASRIP主催特許関係国際会議（米国，約3日間） 【行

政局】 裁判官1人

4家族に関する法・政策・実務のための国際センター(ICFLPP)主催の

国際会議（英国，約1週間） 【家庭局】 裁判官2人

5米国家庭裁判所協会(AFCC)主催第56回総会（カナダ，約1週間）

、

､一般職1人【総合研修所】

〆



事務総局会議資料菜ユー
（之月／9日開催）9

事務総局会議配布資料

(平成31． 2． 19総一印）

高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長会同開催

について（案）

主催 最高裁判所

期日 平成31年6月19日 （水）及び20日 （木）

場所 最高裁判所．

協議事項（1） 当面の司法行政上の諸問題について

（2） その他

会同員 高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長合計約80人

同

１
２
３
４

程

会
日

５
６、．

〆

9：30
～

12：00

12：00
～

13:00

13:00
～

17:00
協議終了後

19日

(水）

最高裁判所長官
挨拶
協議

昼食
休憩

協議 懇談会

9：00
～

12:00

20日

(木）
事務的協議
(事務連絡）



事務総局会議資料茎3
（ ､ミ月'9日開催）9

事務総局会議配布資料

最高裁総一第 号

平成31年 月 日

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

殿
殿
殿
殿

、屯

最高裁判所事務総長今崎幸彦

「最高裁判所事務総局等の組織について」の一部改正につい

て（通達）

平成元年3月22日付け最高裁総一第84号事務総長通達「最高裁判所事務総局

等の組織について」の一部を下記のように改正します。

記

別表‘情報政策課1.項中'職蕊三隻』ゞ｢震鶏謹』に改め
「統計システム係」を削り，同表「民事局』の「第二課」の項中「民事訴訟係」を

「民事訴訟係
民事訴訟IT化推進係」に改め，同『第三課」の項中「執行手続係」を「執行・
倒産手続係」に改め， 「倒産手続係」を削る。

付記

〆

この通達は，平成31年4月1日から実施する。



、

簿警饒議料峯￥？

（平成31． 2． 19民二印）

民事調停委員，司法委員等に関する研修会・研究会の開催について

主催 各地方裁判所

期日 以下の各期日.において，各地方裁判所の定める日

①につき，平成31年4月から同年7月までの間の2日及び必

要がある場合には更に同年10月から同年12月までの間の2

日

②につき，平成31年6月から平成32年3月までの間の1日

③から⑥までにつき，平成31年6月から平成32年3月まで

の問の1日～2日

⑦につき，平成32年1月から同年3月までの間の0． 5日

場所 各地方裁判所の本庁，支部又は管内の簡易裁判所

研修会・研究会の名称等

１
２

、－

３
４

〆

番号 名称 研修事項・研究事項 出席者

① 停
“
調
会
(1)調停制度のあらまし

(2)調停委員の基本的な役割と心構え，

服務規律

(3)利用者のニーズに応える調停運営

の在り方

(4)民事調停事件の処理につき必要な

基礎知識

各地方裁判所又は管内の各簡

易裁判所の新任の民事調停委

員及びこれに準ずる者

② 新任民事調停

委員ケース研

究会

埜本的な事例を題材とした模擬調停(事

前評議,事実認定及びこれに基づく解決

案の策定の各実践）

新任民事調停委員研修会に参

加した,各地方裁判所又は管内

の各簡易裁判所の新任の民事

調停委員及びこれに準ずる者

③ 民事調停委員

研究会

(1)民事調停委員としての基本姿勢

(2)利用者のニーズに応える調停運営

実現のために，民事調停委員に求めら

れる役割

(3) 民事調停事件の処理に必要な応用

的知識

各地方裁判所又は管内の各簡

易裁判所の民事調停委員で,任

命後,実務を二,三年程度経験

した者

各地方裁判所の定める人数

④ 民事調停委員

ケース研究会

応用的な事例を題材とした模擬調停（事

前評議，当事者からの事情聴取,事実認

定及びこれに基づく解決案の策定の各

各地方裁判所又は管内の各簡

易裁判所の民事調停委員

(既に民事調停委員研究会への



、

0

●

／‐

実践） 参加経験のある者を主に対象）

各地方裁判所の定める人数

⑤ 司法委員研究
今
云

(1)一般市民間の民事訴訟事件の処理

に関する諸問題

(2)交通損害賠償事件の処理に関する

諸問題

(3) 司法委員と裁判官の連携の在り方

各地方裁判所の司法委員候補

者で,選任後;､実務を.1年以上
経験した者．

各地方裁判所の定める人数

⑥ 簡易裁判所民

事実務研究会

(1)事実認定,解決案(和解案)の策定，

当事者の説得調整，これらの前提とな

る裁判官との充実した評議に関する

諸問題

(2)簡易裁判所の紛争解決機能を高め

るための庁としての取組及びその課

題

● 研究会開催地にある簡易裁

判所の民事事件担当の裁判

官及び裁判所書記官

各地方裁判所の定める人数

・ 各地方裁判所の司法委員候

補者及び管内の各簡易裁判

所の民事調停委員

各地方裁判所の定める人数

⑦ 新任司

研修会

法委員 (1) 司法委員制度のあらまし

(2) 司法委員としての役割と心構え，服

務規律

(3) 司法委員として必要な民事訴訟事

件の基礎知識

各地方裁判所において,平成8

2年1月1日付けで新たに選

任された司法委員候補者及び

これに準ずる者



需善競議料黙
‐

（平成31． 2． 19民二印）

鑑定委員協議会の開催について

主催 東京，大阪各地方裁判所

期日 平成31年6月から同年12月までの間の1日

場所 主催の各地方裁判所

協議事項借地非訟事件の処理に関し考慮すべき事項

１
２
３
４
５ 協議員 主催の各地方裁判所の鑑定委員候補者各地方裁判所の定める人数

、

ダ



雷顎竜講料乳

(平成31 ． 2． 19）

配布蜜料目録

●

家事調停委員，参与員等に関する研修会． 研究会の開催について
。

’

ノ

、

子

『



（平成31． 2． 19家二印）

家事調停委員，参与員等に関する研修会・研究会の開催について

主催 各家庭裁判所

期日 以下の各期日において，各家庭裁判所の定める日

①につき，平成31年4月から同年7月までの間の1日～2日

及び必要がある場合には更に同年10月から同年12月までの

間の1日～2日

②から⑤までにつき，平成31年6月から平成32年3月まで

の間の1日～2日

⑥につき，平成32年1月から同年3月までの間の1日～2日

場所 各家庭裁判所の本庁又は支部

研修会・研究会の名称等

1

、

2

LG

３
４

『

1

番号 名称 研修事項・研究事項 出席者
① 新任家事調停委
員研修会

(1)調停制度のあらまし

(2)調停委員の役割と心構え，服務
規律

(3)家事調停事件の処理につき必要
な基礎的知識

(4) 当事者対応における基本的留意
事項

(5)家事調停の運営における職種間
連携の在り方

(6) その他家事調停事件の円滑な運

営のために家事調停委員が留意す
べき事項

各家庭裁判所の新任の家事調
停委員及びこれに準ずる者

② 家事調停委員研
究会

(1)家事調停を取り巻く状況と手続
運営上の留意点

(2)家事調停と人事訴訟の連携の在
り方

(3)子の監謹に関する処分事件の処
理に関する諸問題

(4)遺産分割事件，寄与分事件及び
特別の寄与事件の処理に関する諸
問題（法改正後の対応を含む。 ）
(5) 当事者対応における留意事項
<6） その他困難な家事調停事件の処
理に関する諸問題

各家庭裁判所の家事調停委員
(主に在任期間が二，三年の者
を対象）

各家庭裁判所の定める人数

③ 家事調停委員ケ
－ス研究会

(1)夫婦関係調整に関する事例
(2)子の監護養育に関する事例

各家庭裁判所の家事調停委員
(既に家事調停委員研究会への



2

ロ

(3)婚姻費用分担に関する事例

(4)遺産分割，寄与分及び特別の寄
与の処理に関する事例（法改正後
の対応を含む。 ）
(5)その他複雑困難な事例

参加経験のある者など，経験豊
富な者を対象）

各家庭裁判所の定める人数

④ 参与員研究会 (1)人事訴訟事件の処理に関する諸
問題

(2)家事審判事件の処理に関する諸
問題

各家庭裁判所の参与員候補者
(主に一定の経験を積んだ者を
対象）

各家庭裁判所の定める人数
⑤ 家所

会
事 (1)家事調停事件の適正妥当な処理
を図るため，家事調停委員が留意
すべき事項

(2)家事審判事件及び人事訴訟事件
の適正妥当な処理を図るため，参
与員が留意すべき事項

(3)家庭裁判所の紛争解決機能の強
化に向けた家事調停事件と家事審
判事件及び人事訴訟事件の運営に
おける連携の在り方

(1)各家庭裁判所の家事事件及
ぴ人事訴訟事件担当の裁判
官，裁判所書記官及び家庭裁
判所調査官

各家庭裁判所の定める人数
(2)各家庭裁判所の参与員候補
者及び家事調停委員（主に各
庁において指導的，中心的な
役割を果たしている者を対
象）

各家庭裁判所の定める人数
⑥ 新任参与員研修
今
云

(1)参与員制度のあらまし

(2)参与員としての役割及び心構え
(3)参与員として必要な家事事件手
続法及び人事訴訟法の基礎知識

各家庭裁判所において，平成
32年1月1日付けで新たに選
任された参与員候補者及びこれ
に準ずる者


